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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2026年６月16日開催予定の第83回定時株主総会に「定款一部変更の件」

を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社は、取締役会における建設的な議論の推進と意思決定の機動力の維持・向上を図るため、現在の取締役の

員数は 11名の体制としております。 

一方、現行定款第 18条（員数）は「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、５名以上」、同条第２項に

おいて「監査等委員である取締役は、３名以上」となっており、定款規定上は員数に上限がない状況です。 

したがって定款に取締役の員数の上限を設定し、取締役会の適切な規模感を明確にする観点から、第 18条（員

数）を変更するものであります。 

 

２．変更の内容 

 （下線は、変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

 

第 １ 条～第１７条 （省略） 

 

（員 数） 

第１８条 当会社の取締役（監査等委員である取締役

を除く。）は、５名以上とする。 

２ 当会社の監査等委員である取締役は、３名以上と

する。 

 

第１９条～第３６条 （省略） 

 

 

第 １ 条～第１７条 （現行どおり） 

 

（員数） 

第１８条 当会社の取締役（監査等委員である取締役

を除く。）は、８名以内とする。 

２ 当会社の監査等委員である取締役は、５名以内と

する。 

 

第１９条～第３６条 （現行どおり） 

 

 

３．日程 

 定款変更のための定時株主総会開催日 2026年６月16日（予定） 

 定款変更の効力発生日        2026年６月16日（予定） 

 

以 上 


